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レ
リ
ジ
ョ
ン
へ
の
対
抗

―
明
治
七
年
「
東
洋
集
会
」
報
道
の
反
応
を
読
み
解
く
―

高

橋

直

子

は
じ
め
に

　

日
本
近
代
史
を
専
門
と
し
、「
国
民
」
化
さ
れ
る
民
衆
の
意
識
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
た
歴
史
学
者
の
牧
原
憲
夫
は
、
一
八
七
四
年
（
明
治

七
）
を
「
在
野
の
人
々
が
自
分
の
考
え
を
公
表
し
、
政
府
に
本
格
的
な
論
争
を
い
ど
み
は
じ
め
た
最
初
の
年（

（
（

」
と
捉
え
た
。「
後
年
の
よ
う

な
集
団
的
建
白
は
ま
だ
わ
ず
か
だ
っ
た
が
、
一
年
間
に
左
院
へ
提
出
さ
れ
た
建
白
書
の
数
も
、
前
年
の
二
倍
以
上
の
四
百
九
十
件
余
に
達

し
、
建
白
者
の
半
数
近
く
を
平
民
が
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た（

（
（

」
か
ら
で
あ
る
が
、
新
聞
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア（

（
（

と
し
て
機
能
し
は
じ
め
た
の
も

同
時
で
あ
っ
た
。

　

本
論
は
、
こ
の
一
八
七
四
年（
明
治
七
）の
新
聞
紙
上
に
お
け
る〈
宗
教
〉に
関
す
る
論
争（
投
書
の
連
鎖
）を
ト
レ
ー
ス
す
る
調
査
・
研
究（

（
（

の

一
環
と
し
て
、「
東
京
日
々
新
聞
」
が
報
じ
たT

he A
siatic Society of Japan

（
日
本
ア
ジ
ア
協
会
）に
お
け
る
神
道
に
つ
い
て
の
論
議（
以
下
、

「「
東
洋
集
会
」
報
道
」
と
い
う
）に
対
す
る
読
者
の
反
応（
投
書
）を
分
析
す
る（

（
（

。

　

な
お
、〈
宗
教
〉
と
表
記
す
る
の
は
、
先
行
研
究（

（
（

に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
「
レ
リ
ジ
ョ
ンreligion

」

の
訳
語
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
実
際
、
当
時
の
新
聞
紙
上
で
も
「
宗
旨
」「
教
法
」「
宗
教
」
な
ど
複
数
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
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み
な
ら
ず
、
同
じ
語
を
用
い
て
い
て
も
意
味
す
る
内
容
が
異
な
る
場
合
の
ほ
う
が
多
い
。
ゆ
え
に
本
調
査
・
研
究
で
は
、religion

に
呼

応
し
て
用
い
ら
れ
た
「
宗
旨
」「
教
法
」「
宗
教
」
な
ど
を
総
合
し
て〈
宗
教
〉と
表
記
し
て
い
る
。

　

本
調
査
・
研
究
は
、
日
本
語
「
宗
教
」
の
形
成
過
程
を
検
討
・
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
と
す
る
の
は
各
論
の
是
非
で

は
な
く
、
ま
た
各
論
者
の
宗
教
性
や
信
仰
の
有
り
様
な
ど
で
も
な
く
、
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
示
さ
れ
た
〈
宗
教
〉
観
・
そ
の
言
説

discourse

で
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
、「
東
洋
集
会
」
報
道
に
示
さ
れ
たreligion

に
も
と
づ
く
神
道
理
解
に
対
す
る
読
者
の
反
応（
投
書
）

を
分
析
し
、religion
概
念
へ
の
対
抗
の
論
理
を
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。

一
、
先
行
研
究

（
一
）　
投
書
欄
の
成
立

　

日
本
の
新
聞
は
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
に
日
刊
紙
の
時
代
を
迎
え
る
が
、「
投
書
」
と
い
う
こ
と
ば
の
誕
生
も
同
年
ら
し
い
。
山
本

武
利
に
よ
る
と
、
創
刊
早
々
の
一
八
七
二
年
四
月
二
十
八
日
の
「
東
京
日
々
新
聞
」
で
は
じ
め
て
「
投
書
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て

お
り
、
そ
れ
以
前
に
は
使
用
さ
れ
た
例
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う（

（
（

。

　

幕
末
維
新
期
に
創
刊
さ
れ
た
新
聞
に
は
「
来
状
」「
来
信
」「
報
知
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
投
書
を
さ
す
も
の

で
は
な
く
、
社
会
的
な
出
来
事
を
読
者
が
新
聞
へ
伝
達
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
読
者
通
信
で
あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
は
取
材
体
制
が
ま
っ
た

く
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
読
者
通
信
に
大
幅
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
維
新
の
動
揺
も
や
や
収
ま
っ
た
明
治
五
年
、
日
刊
新
聞
の

時
代
が
は
じ
ま
る
と
、
各
紙
は
独
自
で
取
材
で
き
る
体
制
を
つ
く
り
は
じ
め
た
。
そ
れ
と
と
も
に
記
者
の
取
材
に
よ
る
報
道
と
読
者
の
取

材
に
よ
る
通
信
と
を
区
別
し
て
載
せ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
読
者
か
ら
の
事
実
の
客
観
的
な
伝
達
を
「
通
信
」
な
い
し
「
報
知
」
と
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呼
び
、
読
者
か
ら
の
意
見
の
伝
達
を
「
投
書
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
載
せ
だ
し
た
。
こ
う
し
た
区
別
の
過
程
に
お
い
て
各
紙
で
投
書
欄
が

独
立
し
、
投
書
と
い
う
言
葉
が
新
聞
・
読
者
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

。

　

た
だ
し
、
投
書
の
量
は
当
初
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
政
府
は
政
策
な
ど
を
周
知
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
新
聞
の
保

護
・
育
成
を
図
っ
て
い
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
駅
逓
頭
の
前
島
密
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
「
郵
便
報
知
新
聞
」
は
、「
東
京
駅
逓
御
中
」

と
し
た
た
め
た
局
員
に
よ
る
郵
便
物
の
郵
送
を
無
料
に
す
る
と
打
ち
出
し
た
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
局
員
か
ら
の
通
信
に
よ
っ
て
同
紙
の
情

報
収
集
活
動
を
補
強
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
お
か
げ
で
「
郵
便
報
知
新
聞
」
は
、
各
地
か
ら
の
「
報
知
」
が
初
期
の
紙
面
の
大
半
を
埋
め

だ
し
た
。
こ
の
成
功
を
み
た
政
府
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）、
無
料
の
恩
典
を
局
員
や
「
郵
便
報
知
新
聞
」
に
限
定
し
な
い
で
、
す
べ
て

の
国
民
と
新
聞
に
開
放
す
べ
く
「
駅
逓
頭
ノ
逓
送
免
許
之
諸
新
聞
紙
上
ニ
載
ス
ヘ
キ
為
メ
、
其
社
へ
報
知
ス
ル
原
稿
ハ
本
年
七
月
一
日
ヨ

リ
、
無
税
ニ
テ
逓
送
配
達
」
と
の
布
達
を
出
し
た
。
こ
の
新
聞
原
稿
郵
送
無
料
化
が
、
読
者
か
ら
の
通
信
活
動
を
刺
激
す
る
こ
と
と
な
り
、

次
第
に
活
発
な
投
書
活
動
へ
と
転
化
す
る
下
地
を
つ
く
っ
て
い
っ
た（

（
（

。

　

一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
一
月
十
八
日
、「
日
新
真
事
誌
」
が
江
藤
新
平
、
板
垣
退
助
た
ち
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
を
掲
載
す
る
と
論

議
が
沸
騰
、
新
聞
は
に
わ
か
に
政
論
の
場
と
化
し
た
。
早
期
議
会
開
設
を
要
求
す
る
急
進
的
な
民
権
派
新
聞
（「
郵
便
報
知
新
聞
」
な
ど
）
と

政
府
の
政
策
を
支
持
す
る
漸
進
的
・
改
進
的
な
官
権
派
新
聞
（「
東
京
日
々
新
聞
」）
と
に
二
分
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
読
者
の
投
書
活
動
は

い
よ
い
よ
活
発
に
な
っ
て
い
く
―

読
者
の
投
書
意
欲
を
か
き
た
て
た
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
聞
観
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
新
聞
は
民
衆
の
意
見
を
政
府
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
、
反
映
さ
せ
る
上
向
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
で
あ
り
、
投
書
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
回
路
で

あ
る
と
の
信
念
で
あ
る（

（（
（

。

　

右
の
よ
う
な
新
聞
観
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
明
治
十
年
前
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
様
の
信
念
は
明
治
七
年
の
投
書
欄
に
お
い
て
も
観
察

さ
れ
る
。「
明
治
初
期
の
新
聞
読
者
層
は
イ
ン
テ
リ
を
中
心
と
す
る
き
わ
め
て
少
数
の
階
層
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
層
が
薄
く
と
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も
か
れ
ら
の
社
会
意
識
は
高
か
っ
た
の
で
、
論
説
内
容
が
た
だ
ち
に
反
響
を
よ
び
お
こ
し
た（

（（
（

」
の
は
明
治
七
年
も
同
様
で
、「
投
書
は
読

者
の
な
か
に
素
早
く
反
響
し
た
」「
投
書
が
投
書
を
連
鎖
的
に
よ
ん
だ（

（（
（

」
事
例
も
多
数
生
じ
て
い
た
。
本
論
の
分
析
対
象
も
ま
た
、
投
書
が

連
鎖
し
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。

（
二
）　
日
本
ア
ジ
ア
協
会
　
明
治
七
年
二
月
十
八
日
の
例
会

　

左
は
、「
東
洋
集
会
」
報
道
―
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
三
月
八
日
・
九
日
の
「
東
京
日
々
新
聞
」（
六
二
八
号
・
六
二
九
号
）
―
冒
頭
に

置
か
れ
た
、
編
者
に
よ
る
付
記
で
あ
る
。
な
お
、「
東
京
日
々
新
聞
」
は
送
り
仮
名
に
片
仮
名
を
用
い
、
句
読
点
は
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、

引
用
に
際
し
て
読
み
易
さ
を
優
先
し
、
送
り
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
、
適
宜
に
常
用
漢
字
に
改
め
、
句
読
点
と
ル
ビ
を
施
し
た
。
本
論
に

お
け
る
新
聞（
記
事
）の
引
用
は
、
以
下
同
様
と
す
る
。

横
浜
に
於
て（
ア
ジ
ア
チ
ッ
ク
、
ソ
サ
イ
テ
ー
）即
ち
東
洋
集
会
と
唱
へ
、
毎
月
集
会
あ
り
。
是
れ
有
名
の
西
洋
人
、
相
集
て
亜
細
亜

州
中
の
事
を
談
義
す
る
な
り
。
間
に
は
我
国
人
も
出
頭
す
る
こ
と
あ
り
。
今
年
二
月
十
八
日
の
会
長
は
美
国
の
（
ヘ
ボ
ン
）
君
に
て
、

論
議
は
日
本
神
道
の
事
な
り
。（
ジ
ャ
パ
ン
ウ
イ
ー
キ
レ
ー
メ
イ
ル
）新
聞
よ
り
原
文
の
儘ま
ま

を
訳
出
す
。

　
「
東
洋
集
会
」
と
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
に
横
浜
で
設
立
さ
れ
た
在
留
外
国
人
に
よ
る
日
本
最
初
の
学
術
研
究

団
体T

he A
siatic Society of Japan

（
日
本
ア
ジ
ア
協
会
。
現
在
の
一
般
社
団
法
人
日
本
ア
ジ
ア
協
会
）
で
あ
る
。
日
本
お
よ
び
ア
ジ
ア
諸
国

に
関
す
る
情
報
収
集
と
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員
（
在
日
外
交
官
、
宣
教
師
、
商
社
員
、
お
雇
い
外
国
人
教
師
な
ど
）
の

研
究
の
成
果
は
、
原
則
と
し
て
例
会
で
口
頭
発
表
さ
れ
、
紀
要
に
収
録
さ
れ
た
が
―
「
東
洋
集
会
」
報
道
の
時
点
で
は
、
ま
だ
紀
要

『Transactions of the A
siatic Society of Japan

』
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
発
行
が
遅
れ
た
創
刊
号
は
、
第
二
号
と
合
併
で
一
八
七
四

年（
明
治
七
）十
月
に
刊
行
さ
れ
た
―
「
東
洋
集
会
」
報
道
が
伝
え
る
論
議
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
翌
年（
明
治
八
）刊
行
の
紀

要
第
三
巻
に
お
い
て
で
あ
る（

（（
（

。
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こ
の
二
月
十
八
日
の
例
会
で
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
が‘T

he Shintō  Tem
ples of Isè’

と
題
し
て
講
演
（
研
究
報
告
）
し
、
そ
の
質

疑
応
答
に
お
い
て
神
道
に
つ
い
て
の
活
発
な
討
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
討
論
を
三
月
七
日
の
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
・
メ
イ
ル（T

he 

Japan W
eekly M

ail

）（
（（
（

」
が
報
じ
た（
（（
（

。
先
の
付
記
は
、
こ
れ
を
「
原
文
の
ま
ま
訳
出
」
す
る
と
い
う
断
り
書
き
で
あ
る
。

　

サ
ト
ウ
の
講
演
の
内
容
は
、
庄
田
元
男
編
訳
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ　

神
道
論
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
の
「
伊
勢
神
宮
」
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
後
の
論
議
に
つ
い
て
も
「
解
説
」
で
お
よ
そ
三
頁
に
わ
た
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
楠
家

重
敏
『
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
こ
と
は
じ
め
―
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
研
究
―
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
で
は
、
第
四
章
に
「
神
道
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
と
題
し
て
、
紀
要
第
三
巻
を
典
拠
に
論
議
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
よ
っ
て
論
議
の
内
容
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
が
分
析
す
る
投
書
は
い
ず
れ
も
「
東
洋
集
会
」
報
道
＝
「
東
京
日
々
新
聞
」（
六
二
八
号
・
六
二
九
号
（
（（
（

）
を

読
ん
で
の
反
応
で
あ
る
か
ら
、
翻
訳
の
不
手
際
な
ど
含
め
、
そ
の
文
面
を
確
認
す
る
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
次
に
全
文
を
引

用
す
る
。

二
、「
東
洋
集
会
」
報
道

此
日
、
英
人（
サ
ト
ウ
）氏（
（（
（

、
伊
勢
神
宮
の
事
、
及
び
其
絵
並な
ら
びに
幣
の
図
と
神
殿
立
方
等
を
読
め
り
。
此
に
於
て
会
長（
ヘ
ボ
ン
）君（
（（
（

、

そ
の
珍
事
を
顕
す
を
謝
せ
り
。（
サ
ト
ウ
）氏
曰
く
「
各
々
自
己
の
高
説
を
吐
き
玉
は
ん
こ
と
を
請
ふ
」
と
。（
ヘ
ボ
ン
）君
曰
く
「
年

来
、
神
道
の
如
何
な
る
者
な
る
を
見
出
さ
ん
と
務
め
し
か
ど
、
其
功
な
き
を
以
て
止
め
り
。
其
内
、
神
道
経
文
の
一
小
冊
の
外
、
別

に
神
道
を
知
る
べ
き
も
の
を
見
し
こ
と
な
し
。
此
の
経
文
に
は
、
人
間
は
如
何
に
し
て
も
天
の
罪
民
な
れ
ば
其
罪
を
清
め
ざ
る
べ
か

ら
ず
と
云
へ
り
」
と
。

（
レ
ブ
レ
ン
ト
サ
イ
ル
）氏
は
、（
オ
リ
フ
ア
ン
ツ
）と
云
ふ
人
の
著
は
せ
し
「
日
本
へ
使
節
」
と
題
せ
る
書
を
読
め
り
。
其
第
二
巻
八
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十
六
枚
に
「
神
道
は
世
界
の
宗
旨
中
に
て
甚
だ
高
上
の
位
地
に
置
く
べ
き
の
形
あ
り
」
と（

（（
（

。

（
サ
ト
ウ
）氏
は
会
長
の
説
と
同
く
、
神
道
は
修
身
、
教
な
し
と
云
ふ
に
同
意
な
り
。
実
に
此
事
は
、
近
年
、
純
粋
の
神
道
を
改
正
せ

ん
と
云
出
し
た
る（
モ
ト
ヲ
リ
）氏
に
よ
り
て
確
と
云
は
れ
た
り
。（
モ
ト
ヲ
リ
）氏
の
説
に
従
へ
ば
、
修
身
と
は
支
那
の
発
見
せ
る
所

な
り
。
其
故
は
、
彼
等
身
自
ら
至
ら
ざ
る
所
あ
れ
ば
な
り
。
然
し
日
本
に
て
は
修
身
・
法
は
要
用
な
ら
ず
。
如
何
と
な
れ
ば
、
自
己

の
中
心
に
謀
て
事
を
な
せ
ば
必
ず
正
し
、
と
。
又
曰
く
、
日
本
人
の
務
は
、
事
の
是
非
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
皇
帝
の
命
に
従
へ
ば

必
ず
善
良
の
民
な
り
。
主
君
の
性
質
を
批
評
す
る
は
支
那
人
の
如
き
不
正
経
の
人
民
の
な
す
所
な
り
、
と
。（
モ
ト
ヲ
リ
）氏
の
云
ふ

所
に
従
へ
ば
、
神
道
は
只
、
人
民
の
心
を
奴
隷
に
す
る
器
械
に
当
れ
り
。
政
府
に
て
神
道
を
高
き
者
と
し
、
大
臣
と
宗
旨
の
局
（
神

祇
官
を
云
ふ
か
）を
同
列
に
居
き
し
も
、
此
理
に
よ
れ
り
。

（
ボ
ン
ブ
ラ
ン
ト
）氏（

（（
（

の
説
に
は
、
昔
の
神
道
と
近
時
諸
学
者
の
考
定
せ
し
所
と
は
必
ら
ず
区
別
せ
ざ
る
を
得
ず
。
其
一
は
、
上
古
の

も
の
は
始
め
は
今
日
の
生
活
肝
要
な
る
者
を
尊
敬
せ
し
な
る
べ
し
。
乃
ち
、
光
り
・
火
・
太
陽
等
の
実
体
を
貴
み
し
な
り
。
其
後
、

ま
た
火
・
光
り
・
太
陽
等
を
夫
々
区
別
し
、
其
権
勢
を
表
す
る
た
め
格
段
の
神
を
配
分
す
る
を
便
利
と
せ
し
な
る
べ
し
。（
ア
マ
テ

ラ
ス
オ
ミ
カ
ミ
）、
其
弟
（
ス
サ
ノ
ー
ノ
ミ
コ
ト
）
の
事
に
よ
り
石
窟
に
陰
れ
し
と
云
ふ
も
、
日
食
に
付
て
の
事
な
ら
ん
と
云
ふ
説
あ

れ
ど
も
、
恐
く
は
四
季
の
変
化
に
付
て
云
ふ
な
る
べ
し
。
乃
ち
、
陰
る
る
は
冬
を
表
し
、
顕
る
る
は
春
を
表
せ
り
。
昔
は
、
一
家
の

親
族
ま
た
は
一
種
属
の
頭
人
は
皆
、
教
師
な
り
し
な
る
べ
し
。
而
し
て
其
家
は
拝
神
堂
な
り
し
な
る
べ
し
。
而
し
て
（
ア
マ
テ
ラ
ス

オ
ミ
カ
ミ
）
の
神
位
を
帝
座
よ
り
分
か
ち
し
は　

神
武
天
皇
よ
り
数
百
年
後
な
り
。
神
道
は
実
に
よ
く
支
那
古
昔
の
教
法
に
似
た
り

と
云
ふ
証
拠
あ
り
。
則
ち
、
支
那
に
て
な
し
し
と
同
き
供
物
を
日
本
に
て
も
な
し
し
な
り
。
始
め
に
は
神
に
奉
ず
る
に
動
物
を
殺
し
、

後
に
は
こ
れ
を
活
し
置
け
り
。

英
公
使
（
ハ
リ
パ
ー
ク
ス
）
君（

（（
（

曰
く
、
己
も
神
道
の
如
何
を
知
ん
と
欲
す
れ
ど
、
諸
君
と
同
く
其
功
な
き
を
以
て
失
望
せ
り
。
通
例
、

日
本
人
も
分
明
に
之
を
講
明
す
る
に
差
し
支
る
と
見
え
た
り
。
併
し
、
其
国
人
の
信
仰
、
後
に
政
府
の
器
械
に
変
ぜ
り
と
云
は
、
実
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に
賢
こ
く
説
け
り
。
是
に
至
て
は
宗
旨
と
云
ふ
の
実
体
は
消
失
せ
て
、
国
の
支
配
人
の
意
に
従
て
変
更
し
得
ら
れ
り
。
神
よ
り
降
れ

り
と
云
ふ
支
配
人
に
は
過
な
し
と
極
め
ら
る
る
は
、
亜
細
亜
州
諸
国
に
て
政
事
の
為
に
利
便
の
法
な
り
。
然
れ
ど
も
、
必
ら
ず
神
道

の
根
元
を
知
ん
と
欲
せ
ば
、
上
古
の
物
を
見
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
勿
論
な
り
。（
パ
ー
ク
ス
）君
、
神
道
は
支
那
上
古
の
宗
旨
に
似
た

り
と
云
ふ
は（
ブ
ラ
ン
ト
）氏
と
同
説
な
り
。
其
故
は
、
其
名
甚
だ
近
し
。
神
道
と
は
神
、
或
は
精
霊
の
道
と
云
ふ
義
な
り
。
抑そ

も

々そ
も

古

よ
り
国
の
最
初
に
は
無
形
の
力
を
有
象
の
物
に
帰
せ
り
。（
ボ
ン
ブ
ラ
ン
ト
）氏
の
説
に
云
へ
る
供
物
は
、
始
め
は
支
那
・
日
本
に
て
、

頭
人
の
墓
所
に
は
人
間
の
性
ま
で
な
せ
り
。（
サ
ト
ウ
）氏
の
読
め
る（
ゴ
ヘ
イ
）幣
の
事
は
、
上
古
日
本
の
外
、
亜
細
亜
州
内
に
て
あ

り
し
事
な
ら
ん
。
紙
を
棒
に
つ
け
る
は
神
霊
の
気
を
集
む
る
た
め
に
す
る
こ
と
、
印
度
山
中
に
住
せ
る
種
属
、
並
に
蝦
夷
の
（
ア
イ

ノ
ー
）人
種
中
に
散
見
せ
り
。（
ヒ
ン
ド
ウ
ス
）（
ボ
ル
ミ
ー
ス
）支
那
人
等
は（

（（
（

、
此
等
の
棒
を
旗
に
換
へ
て
用
へ
り
。（
サ
ト
ウ
）氏
の

書
中
に
て
、
古
昔
の
神
道
如
何
と
云
を
見
出
す
は
珍
し
き
こ
と
な
り
。
然
れ
ど
も
、
神
道
の
人
民
に
功
あ
り
と
云
ふ
説
は
、（
オ
リ

ハ
ン
ト
）
氏
と
同
意
な
ら
ず
。
其
故
は
、
若
し
神
道
に
大
な
る
功
徳
あ
り
て
人
民
の
信
仰
の
心
深
く
慥た

し

か
な
ら
ば
、
中
途
に
し
て
仏

法
の
た
め
に
超
乗
せ
ら
る
る
者
に
あ
ら
ず
。　

以
下
次
号
に
記
す

　

横
浜　

東
洋
集
会　

前
稿
の
続
き

（
ド
ク
ト
ル
、
ブ
ラ
オ
ン
）
氏（

（（
（

曰
く
、
雷
同
の
説
の
如
し
と
雖
ど
も
、
予
の
考
に
は
神
道
は
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）（
宗
旨
）
と
は
云
ひ
難
し
。

予
、
十
四
年
間
も
日
本
に
留
り
此
事
を
確し

か

と
知
る
こ
と
を
得
ざ
る
は
怪
む
べ
き
が
如
し
と
雖
も
、（
ヘ
ボ
ン
）君
の
説
の
如
く
之
を
求

む
と
雖
ど
も
功
な
け
れ
ば
な
り
。
神
道
は
認
む
べ
き
実
物
あ
る
に
あ
ら
ず
。
我
れ
、
色
々
の
神
道
書
を
読
み
て
、
是
な
れ
ば
必
ら
ず

見
出
し
得
べ
し
と
思
う
書
に
も
、
読
て
後
、
常
に
失
望
す
。（
コ
ジ
キ
）は
よ
く
事
を
記
せ
ど
も
苦
読
せ
し
程
の
功
な
し
。
其
開
闢
の

説
は
全
く
空
に
し
て
実
理
な
し
、
又
教
戒
の
意
な
し
。
拝
神
の
礼
式
も
な
く
、
又
拝
す
る
所
の
主
物
を
も
示
さ
ず
、
総
て
宗
旨
緊
要

の
者
は
皆
缺か

け
た
り
。
是
に
て
如
何
に
し
て
宗
旨
と
な
り
し
や
を
見
出
す
は
実
に
難
し
。
日
本
歴
史
家
の
説
に
は
、
古
事
記
は
田
舎

娘
の
作
る
所
な
り
、
と
。
此
女
は
極
て
強
記
に
し
て
、
一
た
び
聞
け
ば
悉こ

と
ごと
く
暗
記
す
。
教
主
降
生
七
百
十
二
年
の
頃
、
王
家
典
籍
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散
失
の
時
、
此
女
悉
と
く
開
闢
以
来
の
伝
説
を
作
れ
り
、
と
。
此
書
の
信
す
べ
き
は
全
く
信
ず
べ
き
根
元
に
あ
る
こ
と
な
し
。

会
中
の
一
人
は
、
神
道
は
支
那
よ
り
出
る
と
云
ふ
。
若
し
然
ら
ば
、
歴
史
家
の
書
し
よ
り
以
前
に
出
来
ざ
る
を
得
ず
。
併
し
、
神
道

は
全
く
日
本
に
て
生
ぜ
し
者
と
見
え
た
り
。
其
拝
礼
等
、
他
国
人
民
に
似
た
る
こ
と
あ
る
は
、
今
日
生
活
の
方
に
相
似
た
る
こ
と
あ

る
が
如
し
。
譬
へ
ば
、
農
夫
の
用
ゆ
る
鎌
鍬
等
は
何
れ
の
国
に
て
も
同
じ
形
な
る
が
如
し
。
自

お
の
ず
から
人
心
の
同
一
な
る
を
表
す
る
な
れ

ば
怪
む
に
足
ら
ず
。
併
し
、
神
道
は
何
れ
の
地
に
て
造
ら
れ
し
に
も
せ
よ
、
宗
旨
と
し
て
見
れ
ば
実
に
虚
物
と
云
べ
し
。
日
本
政
府
、

之
を
以
て
蔓
延
せ
る
仏
教
に
換
へ
ん
と
企
る
は
難
事
と
謂
べ
し
。
仏
法
は
宗
旨
と
為
す
べ
き
姿
あ
り
て
、
既
に
信
仰
す
る
者
多
し
。

而
し
て
、
神
道
は
人
間
の
心
性
に
関
係
の
事
な
し
。
政
府
は
固
よ
り
其
活
物
な
ら
ざ
る
事
を
知
れ
り
。
因
て
、
説
教
等
に
は
（
コ
ン

フ
ウ
シ
）（
メ
ン
シ
）（

（（
（

よ
り
意
を
假
れ
る
書
を
以
て
給
用
せ
り
。

（
モ
リ
）氏（

（（
（

の
説
に
は
、
神
道
の
主
意
は
既
往
の
人
を
尊
敬
す
る
な
り
。
政
と
共
に
用
ひ
し
と
云
に
付
て
考
ふ
る
に
、
日
本
に
て
政
府

に
用
ふ
る
は
国
に
て
不
正
の
事
に
あ
ら
ず
、
と
。
是
に
因
れ
ば
、（
モ
リ
）氏
は
日
本
上
古
の
記
録
は
信
じ
か
た
し
と
云
な
る
べ
し
。

（
ボ
ン
ブ
ラ
ン
ト
）氏
曰
く
、（
ハ
リ
パ
ー
ク
ス
）君
示
せ
し
に
類
せ
し
者
は
多
く
、
他
国
ま
で
広
が
り
て
用
ひ
ら
れ
た
り
、
刀
剣
龍
唐

草
等
な
り
。（
イ
ス
キ
ウ
ラ
ピ
ウ
ス
）の
棒
、
或
は
蛇
等
は
、
多
分
、
日
本
の（
ゴ
ヘ
イ
）に
類
せ
し
宗
旨
な
る
べ
し
。（
シ
ー
ボ
ー
ル
）

氏
云
く
、
是
れ
必
ず
男
女
の
一
和
を
表
せ
し
な
る
べ
し
。
日
本
開
闢
歴
史
は
印
度
・
支
那
に
さ
も
似
た
り
。
是
も
西
方
よ
り
持
ち
来

れ
り
と
思
は
る
。
然
れ
ど
も
、
其
時
代
を
定
む
る
は
甚
だ
難
し
。
其
故
は
、
始
て
国
を
移
せ
し
者
の
持
来
り
し
や
、
仏
教
の
入
り
し

時
な
る
や
、
分
明
な
ら
ず
。
今
日
よ
り
見
れ
ば
、
神
道
は
西
洋
に
て
宗
旨
と
称
す
る
如
き
意
は
更
に
な
く
、
又
未
来
の
生
活
あ
り
と

云
へ
る
等
の
こ
と
な
し
。
然
し
、
死
せ
る
頭
人
に
供
物
を
備
ふ
る
を
見
れ
ば
未
来
あ
る
を
知
れ
る
が
如
し
。
此
風
は
、
昔
し
支
那
に

も
あ
り
て
、（
コ
ン
フ
ウ
シ
）と
雖
も
人
形
の
事
を
云
へ
り
。
則
ち
、
人
間
を
殉
す
る
代
り
に
用
ゆ
る
物
な
り
。
日
本
歴
史
に
従
て
見

れ
ば
、
教
主
降
生
前
四
百
十
五
年
に
当
り
、
二
十
代
天
皇
の
時
に
役
人
等
総
人
別
の
名
を
記
す
る
た
め
国
中
に
遣
ら
れ
た
り
。
其
書
、

始
め
は
日
本
の
古
字
に
て
記
せ
し
を
、
後
に
支
那
文
字
に
変
せ
り
。
六
百
四
十
四
年
ま
で
は
、
帝
家
幷な

ら
びに
官
員
及
び
人
民
の
歴
史
あ
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り
し
と
云
ふ
。（
イ
ル
カ
）伏
誅
の
節
、
其
父
の
家
に
て
右
典
籍
は
悉
く
烏
有
と
な
り
、
独
り
国
史
の
み
残
れ
り
。
此
一
冊
の
国
史
よ

り
、
国
内
父
老
等
の
暗
記
せ
し
者
を
集
め　

天
武
天
皇
の
朝
に
一
書
を
作
る
。
則
、
六
百
七
十
二
年
よ
り
六
百
八
十
六
年
ま
で
な
り
。

再
び
散
逸
せ
ざ
る
た
め
、
強
記
の
田
舎
女
あ
れ
に
読
聞
さ
れ
り
日
本
歴
史
古
事
記
は
、
此
後
三
十
年
に
成
れ
り
。

　

以
上
、
本
文
全
文
で
あ
る
。
最
後
に
以
下
の
付
記
が
あ
る
。

東
洋
集
会
は
支
那
の
上
海
に
て
最
も
盛
な
る
由
。
横
浜
に
て
も
高
大
な
る
一
館
を
立
て
、
有
志
の
人
々
、
毎
月
数
次
集
り
て
議
論
せ

り
。
此
篇
の
如
き
誤
謬
な
し
と
為
ざ
れ
ど
も
、
西
洋
人
の
心
を
学
事
に
用
ふ
る
こ
と
亦ま

た

見
る
べ
し
。
此
内
の（
ボ
ン
ブ
ラ
ン
ト
）先
生

は
天
竺
に
在
り
て
、
其
古
事
を
調
べ
、
歴
史
を
研
窮
せ
し
こ
と
二
十
余
年
な
り
と
云
ふ

三
、「
東
洋
集
会
」
報
道
の
反
応

　

さ
て
、
本
節
よ
り
「
東
洋
集
会
」
報
道
の
反
応（
投
書
）の
分
析
に
入
る
が
、
分
析
対
象
は
筆
者
が
行
う
新
聞
紙
上
の〈
宗
教
〉に
関
す
る

論
争（
投
書
の
連
鎖
）を
ト
レ
ー
ス
す
る
調
査
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
「
東
洋
集
会
」
に
言
及
す
る
六
件
の
投
書
で
あ
る（
（（
（

。
う
ち
五
件
が
「
東

京
日
々
新
聞
」
の
掲
載
、
一
件
が
「
郵
便
報
知
新
聞
」
の
掲
載
で
あ
る
。
以
下
、
掲
載
順
に
投
書
を
引
用
し
て
、
内
容
を
確
認
す
る
。

（
一
）　「
東
京
日
々
新
聞
」
三
月
十
八
日（
六
三
七
号
）掲
載
　
三
木
唯
一
の
投
書

此
頃
、
貴
社
新
聞
に
横
浜
の
東
洋
集
会
に
て
神
道
の
こ
と
を
論
ぜ
し
を
見
る
に
、
日
本
に
伝
ふ
る
所
の
神
道
な
る
物
は
、
畢
竟
、
教

宗
と
為
す
べ
き
深
義
あ
る
こ
と
無
し
。
此
故
に
昔
時
、
仏
氏
に
超
乗
せ
ら
る
、
と
。
誠
に
能
く
其
実
を
看
破
せ
る
者
と
謂
ふ
べ
し
。

予
、
曾か
つ

て
古
事
記
伝
其
他
の
古
書
を
読
て
、
其
言
の
無
稽
な
る
を
知
れ
り
。
近
来
、
神
道
者
流
の
説
は
、
儒
仏
老
荘
の
意
を
剽
窃
し

て
之
を
作
り
、
却
て
之
に
抗
せ
ん
と
す
る
者
の
み
、
本
よ
り
論
ず
る
に
足
る
者
な
し
。
思
ふ
に
、
仏
氏
輪
廻
の
説
も
古
時
蒙
昧
の
愚
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民
を
教
導
す
る
に
は
随
分
宜
し
か
り
し
な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
、
今
日
の
人
民
は
既
に
稍や

や々

開
化
に
進
め
り
。
豈
、
又
此
等
の
妄
説
を

以
て
之
を
愚
惑
せ
し
む
べ
け
ん
や
。
縦た

と
い令
此
説
を
唱
ふ
る
ど
も
、
亦
、
信
仰
す
る
者
日
々
に
減
少
せ
ん
と
す
。
羅
馬
・
回
々
・
大（
マ

陽マ
）

教
の
諸
宗
も
亦
、
其
弊
仏
氏
と
兄
弟
の
み
、
固も
と

よ
り
取
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
人
民
た
る
者
、
智
と
無
く
愚
と
無
く
、
一
日
も
依
頼
尊

崇
す
る
所
な
け
れ
ば
、
遂
に
其
方
向
を
失
ふ
に
至
る
べ
し
。
凡
そ
事
は
須す

べ
から
く
其
始
に
慎
し
む
べ
し
。
幸
に
日
本
、
未
だ
確
な
る
法

教
あ
ら
ず
。
此
人
智
、
将ま

さ

に
文
明
に
趣
か
ん
と
す
る
の
際
に
当
り
、
願
く
ば
速
に
真
実
公
正
の
宗
教
を
弘
め
て
、
以
て
共
に
無
量
の

洪
福
を
蒙
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
是
、
素
よ
り
人
民
の
自
由
に
任
ず
べ
き
と
雖
ど
も
、
又
、
教
部
の
諸
君
、
幸
に
意
を
労
せ
ら
れ
ん
こ

と
を
祈
る　
　

三
木
唯
一

　

古
事
記
は
「
無
稽
」、
仏
教
そ
の
他
諸
宗
教
は
「
妄
説
」、「
幸
に

0

0

日
本
、
未
だ
確
な
る
法
教
あ
ら
ず
」
と
い
う
三
木
は
、「
人
民
」
は

「
依
頼
尊
崇
す
る
所
」
が
な
け
れ
ば
方
向
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
文
明
に
進
も
う
と
す
る
今
こ
そ
、
速
や
か
に
「
真
実
公
正
の
宗

教
」
を
ひ
ろ
め
て
欲
し
い
、
と
政
府（
教
部
省
）に
期
待
す
る
。

　
「
真
実
公
正
の
宗
教
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
―
記
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
近
来
の
「
神
道
者
流
の
説
」
や
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ム
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
が
―
政
府
（
教
部
省
）
に
ひ
ろ
め
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
人
民
」
が

「
依
頼
尊
崇
す
る
所
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
宗
教
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
是
、
素
よ
り
人
民
の
自
由
に
任
す
べ
き
と
雖
ど
も
」
と
前
置

き
す
る
の
は
、
新
聞
読
者
層
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
信
教
の
自
由
」
を
求
め
る
主
張
・
論
説
が
周
知
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る（
（（
（

。
三
木
は
、
次
の
投
書
で
「
愛
国
人
」
と
呼
ば
れ
る
。

（
二
）　「
東
京
日
々
新
聞
」
三
月
二
十
五
日（
六
四
三
号
）掲
載
　
千
木
高
知
の
投
書

（
…
略
…
）
論
談
中
、
吾
神
道
は
確
た
る
宗
旨
に
は
立
ち
難
き
こ
と
を
衆
皆
病
め
る
色
あ
り
。
宗
旨
の
難
立
を
病
む
は
、
彼
洋
人
各
々

宗
旨
中
に
成
々
す
る
を
以
て
の
故
に
宗
旨
な
き
を
危
踏
む
な
り
。
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夫
れ
、
道
也
と
教
也
と
宗
也
と
は
同
似
し
て
各
別
な
り
。
道
也
者
、　

至
尊
と
雖
ど
も
奉
す
る
所
あ
ら
ん
と
す
。
教
也
は
、
道
の
然

る
所
以
を
得
て
億
兆
に
君
臨
す
る
の
術
也
。
二
の
者　

皇
天
子
に
係
れ
り
。
宗
也
は
、
道
と
教
と
に
法
と
り
、
因
て
以
て
古
賢
明
良
、

身
を
修
め
人
を
修
む
る
の
旨
要
を
定
む
。
然
せ
し
よ
り
此
か
た
、
孔
子
に
し
て
曾
子
宗
あ
り
顔
子
宗
あ
っ
て
而
し
て
諸
子
百
家
分
派

す
、
釈
迦
に
し
て
達
磨
宗
あ
り
親
鸞
宗
あ
っ
て
而
し
て
八
宗
九
宗
粉
起
す
。
曾
子
と
雖
ど
も
達
磨
と
雖
ど
も
、
丘
に
於
て
仏
に
於
て
、

既
に
異
端
の
端
に
し
て
而
て
外
道
の
緒
也
。
宗
の
言
た
る
や
、
己
の
宗
と
す
る
所
を
張
つ
て
以
て
宗
と
な
す
。
宗
趣
を
立
る
に
因
て

宗
趣
分
る
る
也
。
其
宗
分
れ
て
よ
り
同
宗
相
磨
し
、
異
宗
相
撃
し
、
遂
に
国
君
人
民
の
間
に
宗
旨
の
討
論
を
生
じ
、
其
の
甚
し
き
は

官
兵
宗
兵
相
闘
争
す
る
こ
と
海
外
に
儘ま

ま々

之
れ
あ
り
。
畢
竟
、
人
君
に
し
て
人
民
所
立
の
一
宗
に
偏
頗
す
る
に
起
る
。
其
咎
め
人
民

に
あ
る
也
。
吾
か　

歴
代
天
皇
、
若
し
立
宗
旨
に　

聖
慮
あ
ら
ば
詎

い
ず
く
んぞ
今
日
ま
で
欽
定
宗
教
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。（
…
略
…
）
偏
に

　

皇
祖
皇
神
の
相
伝
ふ
践
行
し　

皇
統
相
継
き
、
道
統
相
承
け
、
協
和
万
邦
の
今
日
に
際
し
て
東
海
に
屹
起
し
、
永
く
斯
道
を
以
て

斯
国
を
強
化
し
賜
ふ
、
豈　

愉
快
な
ら
ず
や
。
此
道
を
戴
き
、
此
教
を
奉
し
、
以
て
此
国
を
愛
す
、
豈
に
一
宗
を
講
求
す
る
の
私
意

あ
ら
ん
や
。（
…
略
…
）〔
投
書（
一
）に
対
し
て
〕其
宗
教
を
以
て
民
に
方
向
を
授
け
ん
と
謂
ふ
如
き
は
、
蓋
し
一
時
の
起
想
に
し
て
、
反

思
せ
ば
、
宗
教
は
民
心
に
因
て
増
息
し
、
道
・
教
は　

皇
化
と
無
窮
な
る
事
を
了
知
せ
ら
れ
ん
か
。（
…
略
…
）
千
木
高
知　
［〔　

〕は

引
用
者
に
よ
る
］

　

千
木
に
よ
れ
ば
、「
道
」「
教
」「
宗
」
は
「
同
似
し
て
各
別
」
で
、「
道
」
と
「
教
」
は
「
皇
天
子
」
に
係
り
、「
宗
」
は
「
道
と
教
と
に

法
と
り
、
因
て
以
て
古
賢
明
良
、
身
を
修
め
人
を
修
む
る
の
旨
要
を
定
む
」。
つ
ま
り
、「
道
」「
教
」
の
下
位
に
あ
っ
て
、「
身
を
修
め
・

人
を
修
」
め
る
「
旨
要
」
を
定
め
る
も
の
が
「
宗
」
で
あ
る
。
そ
の
「
宗
の
言
た
る
や
、
己
の
宗
と
す
る
所
を
張
っ
て
、
以
て
宗
と
な

す
」
た
め
、
分
派
が
生
じ
、
宗
旨
の
討
論
を
生
じ
、
そ
の
対
立
が
闘
争
を
招
く
こ
と
す
ら
も
あ
る
。

　
「
此
道
を
戴
き
、
此
教
を
奉
し
、
以
て
此
国
を
愛
す
、
豈
に
一
宗
を
講
求
す
る
の
私
意
あ
ら
ん
や
」
―
千
木
は
、
三
木
の
投
書（
一
）を

引
用
し
て
「
宗
教
を
以
て
民
に
方
向
を
授
け
ん
と
謂
ふ
如
き
は
、
蓋
し
一
時
の
起
想
に
し
て
、
反
思
せ
ば
、
宗
教
は
民
心
に
因
て
増
息
し
、
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道
・
教
は　

皇
化
と
無
窮
な
る
事
を
了
知
せ
ら
れ
ん
か
」
と
問
い
か
け
た
。「
宗
教
を
欽
定
あ
ら
ん
こ
と
は
真
実
公
正
と
雖
も
余
は
未
だ

其
可
否
を
知
ら
ざ
る
也
」「
余
、
深
く
愛
国
人
を
欣
慕
し
て
而
し
て
其
説
は
不
同
也
。
愛
国
人
君
、
以
て
如
何
と
為
す
や
」
―
千
木
の
問

い
か
け
に
対
す
る
三
木
か
ら
の
応
答
は
、
調
査
の
範
囲
で
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

（
三
）　「
東
京
日
々
新
聞
」
四
月
十
四
日（
六
六
〇
号
）掲
載
　
高
木
真
蔭（
（（
（

の
投
書

予
、
頃
日
、
教
宗
両
義
略
説
を
草
し
江
湖
の
君
子
に
質
さ
ん
と
す
。
一
日
、
東
京
日
々
新
聞
六
百
二
十
八
号
・
同
六
百
二
十
九
号
を

閲
す
る
に
、
海
外
の
哲
人
、
我
横
浜
に（
ア
ジ
ア
チ
ッ
ク
、
ソ
サ
イ
テ
ー
）を
開
き
、
本
年
二
月
十
八
日
、
美
国（
へ
ブ
ン
）氏
、
会
長

と
な
り
て
我
神
道
を
議
せ
し
一
章
を
見
る
。
所
論
、
邦
人
の
説
と
同
一
に
し
て
感
す
る
亦
多
し
。
然
れ
ど
も
、
鄙
見
と
大
に
径
庭
す

る
あ
り
。
故
に
左
に
持
論
を
摘
要
し
、
次
に
諸
氏
論
説
の
要
旨
を
褒
貶
し
、
貴
社
新
聞
に
托
し
て
之
を
世
界
に
質
す
。（
ヘ
ブ
ン
）氏

（
サ
ト
ウ
）氏
は
本
邦
の
語
に
習
慣
せ
り
と
聞
く
。
政
府
、
贈
答
の
許
可
あ
ら
ば
書
を
予
に
投
し
て
内
外
教
法
・
宗
旨
の
区
別
を
論
ぜ

ん
こ
と
を
乞
ふ
。

蓋け
だ
し、
教
義
は
使
之
為
也
と
字
書
に
見
へ
、
宗
旨
は
字
書
に
流
派
所
出
為
宗
と
解
す
。
故
に
自
然
、
其
旨
趣
、
全
く
異
な
り
、
再
説
、

教
は
即
惟
神
・
即
天
然
に
し
て
万
世
不
変
、
万
国
亦
之
に
憑
ら
さ
る
を
得
ず
、
宗
は
詫
天
、
仮
説
、
即
人
為
に
し
て
時
運
の
汚
隆
、

宗
祖
の
賢
愚
に
係
る
。
教
の
目
的
と
す
る
文
は
、
古
事
記
序
に
設
神
理
以
獎
俗
敷
英
風
以
化
民
、
或
は
又
、
古
事
記
應
神
條
に
「
我

世
之
事
能
許
曾
神
習
」
と
あ
る
に
因
り
て
、
狭
隘
の
私
智
を
以
て
億
度
す
る
こ
と
な
く
神
祇
の
教
令
を
遵
守
す
る
な
り
。
抑

そ
も
そ
も、
教

の
義
、
本
語
「
を
し
」
に
て
深
愛
の
意
な
り
。「
を
し
み
を
し
む
」
は
「
を
し
」
の
用
語
、「
を
し
へ
」
は
「
を
し
」
の
名
詞
な
り
。

即す
な
わ
ち、
神
祇
の
人
民
を
深
愛
す
る
を
さ
し
て
「
を
し
へ
」
と
云
ふ
な
り
。
宗
は
、
大
学
序
に
「
伏
義
神
農
黄
帝
堯
舜
、
所
以
継
天
立

極
」
と
云
ふ
類
に
て
、
各
哲
撰
定
せ
る
人
為
の
仮
説
な
り
。
故
に
随
時
変
換
し
て
制
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
例
の
仏
宗
の
説
、
儒
家
の

論
、
異
同
あ
る
が
如
し
。
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さ
て
、
東
洋
集
会
の
論
に
、（
レ
フ
レ
ン
ト
サ
イ
ル
）氏
は
我
神
道
を（
オ
リ
フ
ア
ン
ツ
）の
説
に
因
り
世
界
の
宗
旨
中
に
て
高
尚
の
位

地
に
置
く
べ
き
形
あ
り
と
云
ひ
し
は
、
見
識
甚
だ
貴
し
。
然
れ
ど
も
、
神
道
を
人
為
と
看
做
せ
し
は
不
当
な
り
。（
…
略
…
）

［（
ド
ク
ト
ル
、
ブ
ラ
オ
ン
）の
］
此
論
、
古
事
記
を
彼
国
の
聖
書
と
同
一
の
観
を
な
す
よ
り
如
此
邪
見
は
起
り
し
な
り
。
古
事
記
は
宗
旨

の
書
に
非
ず
、
惟
神
の
教
書
な
り
。
故
に
、
拝
神
の
式
、
又
拝
す
る
所
の
主
的
は
示
さ
ざ
る
な
り
。（
…
略
…
）

又
、
宗
旨
と
し
て
見
れ
ば
実
に
虚
物
と
云
ふ
べ
し
。
日
本
政
府
、
之
を
以
て
蔓
延
せ
る
仏
教
に
換
へ
ん
と
企
る
は
難
事
と
云
ふ
べ
し
。

仏
法
に
は
宗
旨
と
な
す
べ
き
姿
あ
り
云
々
。
駁
云
、
宗
旨
に
あ
ら
ぬ
も
の
を
強
ち
に
宗
旨
と
看
做
す
る
よ
り
前
件
の
癖
見
は
生
ず
る

な
り
。（
…
略
…
）

神
道
は
西
洋
に
て
宗
旨
と
称
す
る
意
は
更
に
な
く
、
又
未
来
の
生
活
あ
り
と
云
へ
る
等
の
こ
と
な
し
云
々
。
駁
曰
、
神
道
は
宗
旨
に

あ
ら
ぬ
こ
と
上
件
に
云
へ
り
。
故
に
、
未
来
の
空
談
は
論
は

（
マ
マ
）ざ
る
な
り
。

上
件
、
西
哲
の
所
論
、
神
道
を
し
て
宗
旨
外
の
者
と
看
做
せ
し
見
識
、
実
に
我
碌
々
た
る
神
道
学
者
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
嗚
呼
、

外
人
の
学
識
に
於
け
る
、
豈
歎
美
す
べ
け
ん
や
、
豈
羞
恥
す
べ
け
ん
や
と　

美
濃
国
厚
見
郡
岐
阜
中
新
町
住　

高
木
真
蔭　

述

　

高
木
に
よ
れ
ば
、「
教
」
＝
「
惟
神
」
で
「
天
然
に
し
て
万
世
不
変
」、「
教
（
を
し
へ
）」
と
は
「
神
祇
の
人
民
を
深
愛
す
る
」
こ
と
で

あ
る
。「
宗
」
＝
「
詫
天
」
で
「
各
哲
撰
定
せ
る
人
為
の
仮
説
」
で
あ
る
。
こ
の
「
教
」「
宗
」
の
理
解
・
定
義
に
も
と
づ
い
て
「
神
道
を

人
為
と
見
做
せ
し
は
不
当
な
り
」
と
「
東
洋
集
会
」
報
道
を
論
駁
し
た
高
木
に
対
し
て
、
轉
々
隠
士
の
投
書（
五
）が
誤
解
を
指
摘
す
る
。

（
四
）　「
郵
便
報
知
新
聞
」
四
月
二
十
日（
三
二
三
号
）掲
載
　
神
田
純
一
の
投
書

東
京
日
々
新
聞
六
百
二
十
八
号
を
閲
す
る
に
東
洋
集
会
の
記
載
あ
り
。
即
ち
、
有
名
の
西
洋
人
等
集
会
に
て
我
が
皇
国
神
道
の
議
論

な
り
。
盖
し
、
其
砭
針（
は
り
）悉
こ
と
ご
とく
穴
絡（
あ
な
）に
中（
あ
た
）ら
ず
と
雖
も
、
其
帰
す
る
所
は
、
神
道
は
教
戒
の
義
も
な
く
学
て
益
な

し
、
宗
旨
と
す
る
に
足
ら
ず
と
の
論
な
り
。
堂
々
た
る
皇
国
を
以
て
教
部
省
建
ち
な
が
ら
、
本
教
の
光
を
萬
国
に
輝
（
か
が
や
か
）
す
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能
は
ず
、
却
て
如
是
の
駁
議
を
受
く
。
嗚
呼
、
遺
憾
の
至
り
な
ら
ず
や
。（
…
略
…
）

［（　

）は
原
文
中
の
ふ
り
が
な
］

　

神
田
は
「
東
洋
集
会
」
で
神
道
が
「
宗
旨
と
す
る
に
足
ら
ず
」
と
論
じ
ら
れ
た
こ
と
を
「
遺
憾
の
至
り
な
ら
ず
や
」
と
嘆
く
。
省
略

し
た
部
分
に
は
、
米
沢
の
大
講
義（
尻
高
光
利
と
い
う
神
官
と
林
泉
寺
某
と
い
う
僧
侶
）が
説
教
ご
と
に
飯
食
を
貪
る
な
ど
傍
若
無
人
な
振
る
舞

い
を
し
て
い
る
と
い
う
告
発
が
あ
る
。「
三
條
の
教
憲
あ
り
と
雖
も
、
神
官
僧
侶
各
其
勝
手
を
説
き
、
祭
政
一
致
の
原（
も
と
）
に
出
で
ず
」

と
い
う
状
況
は
、
教
導
職
が
「
十
の
八
九
は
皆
、
従
前
神
官
僧
侶
の
門
閥（
い
へ
が
ら
）」
で
あ
る
こ
と
が
原
因
と
考
え
る
神
田
は
、「
悉
く

神
官
僧
侶
を
解（
と
）
き
、
更
に
一
県
一
邑
の
欽
慕（
し
た
ひ
）
す
る
所
の
人
を
入
札
」
さ
せ
、
教
導
職
の
人
選
を
改
善
し
て
教
導
が
行
わ
れ

る
こ
と
で
「
邦
人
之
を
信
じ
、
洋
人
之
を
侮
ら
ざ
ら
ん
」
こ
と
を
願
う
。

（
五
）　「
東
京
日
々
新
聞
」
四
月
二
十
四
日（
六
六
九
号
）掲
載
　
轉
々
隠
士
の
投
書

横
浜
集
会
論
議
を
答
議
す
る
者
多
し
。
而
し
て
未
其
中
を
得
た
り
と
云
可
か
ら
ず
。
即
ち
、
論
中（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）、
宗
旨
の
字
に
よ

り
て
説
を
立
て
、
曰
、
宗
と
教
と
は
殊
異
な
り
云
々
と
。
是
、
蓋
、
訳
字
に
拘
泥
す
る
の
所
致
な
り
。（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）と
は
深
き
意

義
あ
る
字
な
り
と
云
ど
も
、
箇
に
之
を
云
へ
ば
、
乃
、
真
神
を
尊
崇
す
る
も
の
に
し
て
、
乃
、
真
の
教
法
な
り
。
後
世
、
人
士
、
意

に
随
て
創
造
す
る
も
の
、
之
を（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）と
云
は
ざ
る
な
り
。
訳
し
て
神
教
等
の
字
を
嵌
せ
ば
妥
当
な
ら
ん
。
宗
旨
と
せ
る
は

殊
に
通
俗
の
訳
に
随
ふ
の
み
。
思
に
、
西
新
教
の
如
き
、
耶
蘇
を
以
て
神
子
と
す
、
故
に
神
の
造
る
と
こ
ろ
と
し（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）と

云
ふ
な
り
。
我
神
道
を
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）
に
非
ず
と
す
る
は
、
其
人
為
に
出
る
か
を
誤
り
認
む
る
に
よ
れ
り
。（
…
略
…
）　

第
五
小
二

の
区
住　

轉
々
隠
士

　

轉
々
隠
士
の
い
う
よ
う
に
、「
東
洋
集
会
」
報
道
に
お
け
る
「
宗
旨
」
はreligion
の
訳
語
で
あ
る
か
ら
、「
宗
旨
」
と
い
う
こ
と
ば
に

よ
っ
て
立
論
し
て
は
、
論
駁
と
い
う
目
的
は
達
し
え
な
い
。「
其
中
を
得
た
り
と
云
可
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、



112明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 60号〕令和 5年 11月

「
宗
」「
教
」
お
よ
び
「
道
」
を
論
じ
る
投
書（
二
）（
三
）は
、「
宗
旨
」
と
い
う
日
本
語
が
当
時
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
教
え
て

く
れ
る
有
意
義
な
資
料
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
投
書
（
二
）（
三
）
に
つ
い
て
は
次
節
で
分
析
・
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、
轉
々
隠
士
に
よ
る

（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）の
解
説
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

轉
々
隠
士
は
、（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）と
は
、
神（G

od

）を
尊
崇
す
る
も
の
＝
「
真
の
教
法
」
と
い
う
。「
人
為
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。religion
が
「
宗
旨
」
と
訳
さ
れ
た
の
は
、
一
般
・
通
俗
な
訳
語
に
し
た
が
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
が
、「
神
教
」
な
ど
と
訳
せ
ば
よ

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
神
の
子
と
す
る
の
だ
か
ら
、（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）
は
神
が
創
造
し
た
も
の
を
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
と
推
察
す
る
。
ま
た
、「
東
洋
集
会
」
で
神
道
が
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）
に
非
ず
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
神
道
が
人
為
的
に
つ
く
ら
れ

た
も
の
と
誤
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
と
捉
え
て
い
る
の
で
、「
神
道
を
人
為
と
見
做
せ
し
は
不
当
な
り
」
と
す
る
高
木
の
投
書
（
三
）
に

反
駁
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。

　

轉
々
隠
士
に
よ
る
「
東
洋
集
会
」
や
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）
の
話
題
は
以
上
で
、
そ
の
た
め
以
下
省
略
と
し
た
が
、
次
に
は
創
刊
ま
も
な
い

「
明
六
雑
誌
」
の
話
題
と
な
る
。
ち
な
み
に
、「
東
洋
集
会
」
報
道
に
「（
モ
リ
）氏
」
の
名
が
見
え
た
が
、
報
道
が
「
明
六
雑
誌
」
創
刊
以

前
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、（
モ
リ
）＝
森
有
礼
と
同
定
す
る
読
者
は
、
案
外
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い（

（（
（

。
（
六
）　「
東
京
日
々
新
聞
」
四
月
二
十
九
日（
六
七
四
号
）掲
載
　
可
信
不
可
信
庵
主
人
の
投
書

六
百
六
十
九
号
に
横
浜
集
会
論
議
を
答
議
す
る
者
云
々
、
無
名
の
投
書
を
載
す
。
其
文
、
神
教
と
宗
旨
と
の
訳
例
を
弁
別
し
、
結
末

に
其
人
為
に
出
る
か
を
誤
り
認
む
る
に
よ
れ
り
と
云
ふ
一
句
、
彼
を
察
し
我
を
啓
き
、
了
然
と
し
て
人
之
疑
情
を
解
く
に
足
る
。
且

つ
、
前
訳
の
疑
ひ
易
き
を
察
し
此
親
切
に
及
ぶ
、
真
実
の
学
と
云
ふ
可
き
也
。（
…
略
…
）
世
の
洋
学
生
、
親
切
皆
如
此
な
ら
ん
こ
と

を
伏
て
冀
望
す
る
也
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轉
々
隠
士
の
投
書（
五
）に
よ
っ
て
「
疑
情
」
が
解
か
れ
た
感
激
が
伝
わ
る
文
面
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
洋
学
派
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
東
洋
集
会
」
の
論
議
（
西
洋
人
の
神
道
の
捉
え
方
）
は
既
知
、
あ
る
い
は
予
想
で
き
る

範
囲
内
に
あ
っ
た
―
い
み
じ
く
も
、
高
木
の
投
書
（
三
）
に
「
所
論
、
邦
人
の
説
と
同
一
に
し
て
感
す
る
亦
多
し
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う

に
―
彼
ら
の
神
道
の
捉
え
方
は
、
西
洋
人
と
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
二
月
六
日
の
「
郵
便
報
知
新
聞
」

（
二
五
八
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
成
島
柳
北
の
投
書
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
っ
た
。
柳
北
の
「
宗
旨
」
はreligion

を
念
頭
に
置
く
も
の
で

あ
る（

（（
（

。（
…
略
…
）
神
道
と
云
ふ
は
、
唯
我
が　

皇
上
の
祖
先
を
敬
す
る
而
已
。
上
古
よ
り
別
に
神
道
の
名
義
あ
る
に
非
ず
。
然
る
に
、
是
を

以
て
儒
仏
と
抗
峙
し
て
喋
々
論
を
建
て
る
は
、
本
居
等
が
私
に
説
を
建
て
、
国
学
者
と
巫
祝
家
と
混
同
し
て
一
の
教
派
を
生
じ
来
る

に
因
れ
り
。（
…
略
…
）
仏
教
や
耶
蘇
や
猶
太
や
回
々
や
皆
、
宗
旨
の
体
裁
を
備
る
も
の
な
り
。
神
道
は
我　

皇
上
の
祖
先
を
敬
す
る

而
已
。
其
体
裁
、
豈
他
の
宗
旨
と
同
じ
か
ら
ん
や
。
愚
夫
愚
婦
の
神
道
に
於
る
、
他
の
宗
旨
を
信
ず
る
如
く
な
ら
ざ
る
は
、
其
一
證

と
云
可
し
。

　

他
方
、「
東
洋
集
会
」
報
道
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
西
洋
人
の
論
議
に
接
し
た
読
者
の
な
か
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
動
揺
が
あ
っ
た
―
そ
の

あ
ら
わ
れ
が
投
書（
一
）（
二
）（
三
）（
四
）で
あ
り
、「
未
其
中
を
得
た
り
と
云
可
か
ら
ず
」
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
―
が
、
投
書（
六
）が
い

う
よ
う
に
、
投
書（
五
）に
よ
っ
てreligion

と
「
宗
旨
」
が
異
質
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
認
識
／
再
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
「
東
洋
集
会
」
報
道
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
観
察
さ
れ
る
。

四
、
考
察

　
「
東
洋
集
会
」
で
神
道
は
「
宗
旨
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）」
と
は
言
い
難
い
と
論
じ
ら
れ
た
こ
と
に
、
率
直
に
遺
憾
の
意
を
表
明
し
た
の
は
、
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神
田
の
投
書（
四
）だ
け
で
あ
っ
た
。
神
田
は
、
教
導
に
よ
っ
て
西
洋
人
に
侮
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
願
う
。
つ
ま
り
、
政
府（
教
部

省
）
に
改
善
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
共
通
す
る
三
木
の
投
書
（
一
）
で
は
「
近
来
、
神
道
者
流
の
説
は
、
儒
仏
老
荘
の
意
を

剽
窃
し
て
之
を
作
り
、
却
て
之
に
抗
せ
ん
と
す
る
者
の
み
、
本
よ
り
論
ず
る
に
足
る
者
な
し
」
と
い
わ
れ
る
。

　

三
木
が
「
神
道
者
流
の
説
」
を
論
ず
る
に
足
る
も
の
な
し
と
断
じ
る
の
は
、
儒
教
・
仏
教
・
老
荘
思
想
を
剽
窃
し
て
こ
れ
ら
に
対
抗
し

よ
う
と
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
高
木
の
投
書（
三
）に
い
う
「
人
為
の
仮
説
」
と
見
做
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
否
定
し
て
求
め
ら
れ

る
「
真
実
公
正
の
宗
教
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
三
木
は
論
じ
て
い
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
が
、「
人
為
の
仮
説
」
に
対
置
さ
れ

る
の
は
、
千
木
の
投
書（
二
）で
は
「
道
・
教
」、
高
木
で
は
「
教
＝
惟
神
＝
天
然
」
で
あ
る
。

　
「
教
」
は
、
千
木
に
よ
れ
ば
「
道
の
然
る
所
以
を
得
て
億
兆
に
君
臨
す
る
の
術
」
で
あ
り
、
高
木
に
よ
れ
ば
「
惟
神
＝
天
然
」
で
あ
り
、

「
神
祇
の
人
民
を
深
愛
す
る
を
さ
し
て
「
を
し
へ
」
と
云
ふ
」。
両
者
の
「
教
」
は
同
一
で
は
な
い
が（

（（
（

、「
君
臨
す
る
の
術
」「
神
祇
の
人
民

を
…
…
」
と
上
位
か
ら
下
位
へ
と
力
が
及
ぶ
イ
メ
ー
ジ
は
共
通
す
る
。

　
「
宗
（
旨
）」
は
、
両
者
に
お
い
て
同
一
と
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
道
・
教
」
の
下
位
に
置
か
れ
、「
宗
の
言
た
る
や
、
己
の
宗
と
す

る
所
を
張
っ
て
、
以
て
宗
と
な
す
」、
す
な
わ
ち
「
人
為
の
仮
説
」
で
、「
仏
宗
の
説
、
儒
家
の
論
、
異
同
あ
る
」
よ
う
に
、
分
派
・
討

論
・
対
立
・
闘
争
を
招
く
原
因
と
さ
れ
る
。

　

千
木
・
高
木
お
よ
び
三
木
に
認
め
ら
れ
る
、「
道
・
教
」
の
下
位
に
置
か
れ
る
「
宗（
旨
）」（
以
下
、「「
宗
旨
」
観
」
と
い
う
）は
、religion

概
念
と
は
無
関
係
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
轉
々
隠
士
の
投
書（
五
）が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）が
「
宗
旨
」
と

は
異
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
「
東
洋
集
会
」
報
道
の（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）に
よ
る
神
道
非

宗
教
論
に
対
し
て
、「
宗
旨
」
観
に
も
と
づ
く
神
道
非
宗
教
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
日
本
に
お
け
るreligion

概

念
の
受
容
や
「
宗
教
」
概
念
の
形
成
過
程
を
考
察
す
る
際
に
は
、
留
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る（

（（
（

。

　

千
木
の
投
書
（
二
）
に
明
示
的
で
あ
る
が
、「
宗
旨
」
観
に
も
と
づ
く
宗
教
論
は
パ
ラ
ド
ク
ス
を
含
む
。
千
木
は
「
畢
竟
、
人
君
に
し
て
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人
民
所
立
の
一
宗
に
偏
頗

0

0

す
る
に
起
る
」「
此
道
を
戴
き
、
此
教
を
奉
し
、
以
て
此
国
を
愛
す
、
豈
に
一
宗
を
講
求
す
る
の
私
意
0

0

あ
ら
ん

や
」
と
「
一
宗
」
を
信
仰
す
る
こ
と
を
否
定
に
捉
え
な
が
ら
、「
道
・
教
」
を
奉
戴
す
る
一
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ

る
。

　

当
時
の
新
聞
読
者
層
の
リ
テ
ラ
シ
ー
か
ら
し
て
、
こ
の
比
較
的
単
純
な
パ
ラ
ド
ク
ス
が
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。「
宗

旨
」
観
に
も
と
づ
く
宗
教
論
・
神
道
非
宗
教
論
は
、（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）に
よ
る
神
道
非
宗
教
論
に
対
抗
す
る
論
理
と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
―
例
え
ば
、
明
治
七
年
五
月
に
本
居
豊
穎
・
田
中
頼
庸
・
平
山
省
斎
・
鴻
雪
爪
・
稲
葉
正
邦
ら
九
人
が
連
名
で
提
出
し

た
建
白
は
「
皇
国
ノ
神
道
ハ
真
箇
ノ
国
教
ニ
シ
テ
一
宗
教
ニ
非
ラ
サ
ル
ノ
弁
」
を
述
べ
る
。
教
化
は
天
下
を
治
め
万
民
を
保
全
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
「
区
々
タ
ル
一
宗
教
ナ
ラ
ン
ヤ
」
と
反
問
し
、
巫
祝
者
な
ど
が
伝
え
る
こ
と
は
神
祇
の
な
か
の
「
祭
典
式
ノ

一
部
」
に
す
ぎ
ず
、
真
の
神
道
は
「
奇
怪
ナ
ル
」
神
典
や
「
陳
腐
ナ
ル
」
皇
学
者
の
説
な
ど
と
は
無
縁
で
あ
り
、「
日
々
施
行
ス
ル
政
令

典
章
」
こ
そ
が
神
道
で
あ
り
国
教
な
の
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
神
道
を
外
国
伝
来
の
宗
教
と
同
列
に
扱
う
の
は
「
自
ラ
国
教
ヲ
亡
ス
ニ

近
」
い
、
と
も
述
べ
て
い
る（

（（
（

―
（
レ
リ
ジ
ョ
ン
）
に
よ
る
神
道
非
宗
教
論
へ
の
対
抗
と
い
う
動
機
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
宗
旨
」
観
に

あ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
や
排
他
性
を
反
省
す
る
契
機
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

あ
る
い
は
、
新
聞
読
者
全
般
に
、
儒
学
・
国
学
お
よ
び
連
関
す
る
排
仏
論
の
知
識
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
形
成
さ
れ
る
世
論（
マ
ス
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
「
宗
旨
」
観
か
ら
抜
け
出
す
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「
宗
旨
」
観
が
洗
練
さ
れ
る
方
向
に
進
ん
だ
可
能
性
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
七
年
に
お
い
て
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
論
拠
に
はreligion

概
念
と
「
宗
旨
」
観

が
錯
綜
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
錯
綜
を
解
明
し
て
い
く
先
に
、
日
本
（
語
）「
宗
教
」
の
概
念
・
定
義
・
意
味
の
問
題
を
解
く
鍵
が
得

ら
れ
る
と
思
う
。
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お
わ
り
に

　

本
論
は
、
一
八
七
四
年（
明
治
七
）の
新
聞
紙
上（
投
書
欄
）に
お
け
る〈
宗
教
〉に
関
す
る
論
争
を
ト
レ
ー
ス
す
る
調
査
・
研
究
の
一
環
と

し
て
「
東
洋
集
会
」
報
道
の
反
応
を
分
析
し
た
。
引
き
続
き
、
明
治
七
年
の〈
宗
教
〉関
連
記
事
を
分
析
し
て
考
察
を
重
ね
る
。
ご
叱
正
を

賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
1
）　

牧
原
憲
夫
『
明
治
七
年
の
大
論
争
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
六
頁
。

（
2
）　

同
右
。

（
3
）　

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
お
よ
び
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
と
西
垣
通
の
基
礎
情
報
学
に
学
び
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
の
語
は
、

マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
自
己
循
環
的
に
生
成
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
意
で
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
生
産
す
る
〈
情

報
〉
か
ら
生
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
。「
マ
ス
コ
ミ
」
と
い
う
日
本
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
略
語
で
、
か
つ
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
の
意
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
使
用
し

な
い
。

（
4
）　

発
行
部
数
が
多
い
「
東
京
日
々
新
聞
」「
郵
便
報
知
新
聞
」
お
よ
び
「
日
新
真
事
誌
」「
朝
野
新
聞
」
を
対
象
に
、
三
四
三
件（
二
〇
二
三
年
十

月
現
在
。「
東
京
日
々
新
聞
」
七
〇
件
、「
郵
便
報
知
新
聞
」
一
一
八
件
、「
日
新
真
事
誌
」
一
二
四
件
「
朝
野
新
聞
」
三
一
件
）の
宗
教
関
連
記

事
を
収
集
・
分
析
し
て
い
る
。

（
5
）　

分
析
対
象
の
投
書
は
、
個
人
の
意
見
・
見
解
で
は
あ
る
が
私
信
で
は
な
く
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア（
新
聞
）に
よ
っ
て
不
特
定
多
数
に
読
ま
れ
る
こ

と
を
目
的
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
分
析
に
際
し
て
は
言
説
分
析
を
念
頭
に
置
く
。
言
説
分
析
と
は
、
第
一
に
、
あ
る
社
会
的
出

来
事
や
行
為
、
そ
し
て
そ
の
出
来
事
や
行
為
の
当
事
者（
行
為
者
）が
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
同
時
に
定
義
づ
け
ら
れ
、
意
味
づ
け
ら

れ
る
過
程
に
注
目
し
、
そ
れ
を
分
析
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
第
二
に
、
そ
う
し
た
出
来
事
が
、
あ
る
特
定
の
歴
史
的
か
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つ
社
会
的
文
脈
の
中
で
生
じ
る
こ
と
を
強
く
認
識
し
、
分
析
を
行
う
。
第
三
に
、
そ
う
し
た
出
来
事
の
表
象
、
定
義
づ
け
、
意
味
づ
け
と
い
う

一
連
の
過
程
で
作
用
す
る
諸
規
則
や
慣
行
も
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
テ
ク
ス
ト
や
言
説
が
生
産
、
流
通
、
消
費
さ
れ
る
社
会
の

価
値（
観
）の
分
布
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
。
第
四
に
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
支
配
的
価
値
観
と
い
う
構
造
と
、
テ
ク
ス
ト

や
言
説
の
実
践
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
第
五
に
、
こ
う
し
た
定
義
づ
け
や
意
味
づ
け
と
い
う
一
連
の
過
程
の
中
で
、
社
会
的
行
為

者
が
行
う
、
意
味
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
同
一
化
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
社
会
関
係
の
形
成
、
確
立
、
再
生
産
、
さ
ら
に
は
変

容
の
過
程
を
分
析
す
る［
大
石
裕
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
メ
デ
ィ
ア
言
説
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
五
頁
］。

（
6
）　
「
宗
教
」
概
念
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
範
久
『
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
―
宗
教
学
事
始
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）
を

は
じ
め
、
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
―
宗
教
・
国
家
・
神
道
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編

『〈
宗
教
〉再
考
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
）ほ
か
、
星
野
靖
二
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
―
宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
二

年
）
な
ど
多
数
あ
っ
て
、
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。「
宗
教
」
はreligion

の
訳
語
で
あ
る
が
、
日
本
の
文
脈
に
お
け
る
「
宗
教
」
は
欧
米

のreligion

と
は
前
提
か
ら
異
な
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
重
要
な
先
行
研
究
に
は
、
新
田
均
「
神
道
非
宗
教
論
の
展
開
―
続

神
社
非
宗
教
論
再
考
序
説
」『
法
と
秩
序
』
一
〇
二
号（
法
と
秩
序
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）、
土
方
透
「
脱
宗
教
化
と
い
う
宗
教
と
宗
教
が
拓
く
未

来
―
日
本
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
土
方
透
編
著
『
世
界
社
会
の
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
共
鳴
の
醸
成
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇

年
）な
ど
が
あ
る
。

（
7
）　

山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
、
三
四
九
頁
。

（
8
）　

同
書
、
三
四
九
―
三
五
〇
頁
。

（
9
）　

同
書
、
三
五
〇
―
三
五
一
頁
。

（
10
）　

同
書
、
三
五
二
頁
。

（
11
）　

同
書
、
三
五
三
頁
。

（
12
）　

同
書
、
三
五
五
頁
。

（
13
）　

楠
家
重
敏
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
知
的
波
紋
」
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
『
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』
七
号
、
一
九
九
五
年
、
一
三
二
頁
。

秋
山
勇
造
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
と
協
会
の
紀
要
に
つ
い
て
」
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
『
人
文
研
究
』
第
一
五
二
集
、
二
〇
〇
四
年
、
七
六
頁
。

（
14
）　
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
（T

he Japan H
erald

）」「
ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
（T

he Japan G
azette

）」
と
並
ん
で
横
浜
の
三
大
英
字
新
聞
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
、
居
留
地
の
外
国
人
だ
け
で
な
く
日
本
人
、
日
本
政
府
に
も
影
響
力
が
あ
っ
た
週
刊
新
聞
。
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
評
議
員
だ
っ
た
英
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国
人
商
人
ハ
ウ
エ
ル（W

illiam
 G

unston H
ow

ell

）が
所
有
主
兼
編
集
者
で
、
同
紙
は
協
会
で
発
表
さ
れ
た
論
文
を
数
日
を
経
ず
に
掲
載
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
紀
要
に
転
載
す
る
と
い
う
形
で
、
協
会
の
機
関
紙
的
役
割
を
果
た
し
た
［
前
掲
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
と
協
会
の
紀
要
に
つ
い
て
」
八

〇
―
八
一
頁
］。

（
15
）　

前
掲
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
知
的
波
紋
」
一
三
二
頁
。

（
16
）　

な
お
、
同
記
事
は
「
横
浜
毎
日
新
聞
」
三
月
二
十
二
日
号
と
「
教
義
新
聞
」
三
月
十
四
日（
四
七
号
）・
十
九
日（
四
八
号
）・
二
十
四
日（
四

九
号
）に
も
掲
載
さ
れ
た［
前
掲
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
知
的
波
紋
」
一
三
二
頁
。
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
編
集
委
員
会
編
『
教
義
新
聞
―

明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
別
巻
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
、
二
二
五
―
二
二
六
頁
、
二
二
九
―
二
三
〇
頁
、
二
三
二
―
二
三
三
頁
］。

（
17
）　

サ
ト
ウ（E

rnest M
ason Satow

イ
ギ
リ
ス
外
交
官
）。

（
18
）　

ヘ
ボ
ン（Jam

es C
urtis H

epburn 

ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
）は
一
八
七
三
―
七
四
年
、
協
会
の
会
長
を
務
め
た
。

（
19
）　
「
サ
イ
ル（E

dw
ard W

illiam
 Syle 

ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
）は
オ
リ
フ
ァ
ン
ト（
前
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
官
）の
『
エ
ル
ギ
ン
卿
遺
日
使
節
録
』
の
「
神

道
と
い
う
宗
教
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
う
ち
で
、
き
わ
め
て
高
い
位
置
を
あ
た
え
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
成
果
を
う
み
出
し
て

い
る
」
と
の
一
節
を
引
用
し
た
」［
楠
家
重
敏
『
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
こ
と
は
じ
め
―
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
研
究

―
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
、

七
二
頁
。（　

）内
は
引
用
者
に
よ
る
］。

（
20
）　

ブ
ラ
ン
ト（M

ax A
ugust Scipio von B

randt 

プ
ロ
シ
ア
公
使
）。

（
21
）　

パ
ー
ク
ス（H

arry Sm
ith Parkes 

イ
ギ
リ
ス
公
使
）。

（
22
）　
「
イ
ン
ド
人
、
ビ
ル
マ
人
、
中
国
人
の
場
合
で
は
」［
前
掲
『
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
こ
と
は
じ
め
』、
七
二
―
七
三
頁
］。

（
23
）　

ブ
ラ
ウ
ン（Sam

uel R
obbins B

row
n 

ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
）。

（
24
）　

高
木
真
蔭
は
投
書（
三
―
（
三
））の
中
で
「（
コ
ン
フ
ウ
シ
）は
孔
夫
子
か
、（
メ
ン
シ
）は
未
詳
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。（
コ
ン
フ
ウ
シ
）は

C
onfucius

で
「
孔
子
」、（
メ
ン
シ
）はM

encius

で
「
孟
子
」
と
読
解
で
き
る
が
、
高
木
の
よ
う
に
疑
問
を
抱
い
た
読
者
は
少
な
く
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
―
そ
も
そ
も
、
翻
訳
者
が
「
孔
子
」「
孟
子
」
と
訳
せ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
紙
面
の
情
報（
文
面
）の
み
で
「
孔
子
」「
孟
子
」

と
理
解
で
き
た
読
者
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
25
）　

森
有
礼
。
一
八
七
三
年（
明
治
六
）十
二
月
二
十
二
日
の
例
会
で
、
森
は
日
本
人
唯
一
の
会
員
と
な
っ
て
い
た［
前
掲
『
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
こ

と
は
じ
め
』
六
二
頁
］。

（
26
）　

楠
家
重
敏
は
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
論
議
に
対
す
る
「
日
本
人
の
反
応
」
を
追
跡
し
て
お
り
、「
東
京
日
々
新
聞
」
掲
載
の
投
書
（
本
節
（
一
）
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（
二
）（
三
）（
五
）（
六
））を
捉
え
た
ほ
か
、（
三
）が
三
月
二
十
二
日
の
「
横
浜
毎
日
新
聞
」
に
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る［
前
掲

「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
知
的
波
紋
」
一
三
三
頁
。『
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
こ
と
は
じ
め
』
七
五
頁
］。

（
27
）　

例
え
ば
こ
の
前
月
、
二
月
六
日
の
「
郵
便
報
知
新
聞
」（
二
五
八
号
）
で
は
成
島
柳
北
が
「
各
国
一
般
に
論
ず
る
如
く
、
宗
旨
は
民
心
に
従
う

可
き
者
に
し
て
決
し
て
政
府
よ
り
全
国
一
宗
の
令
を
下
す
能
は
ず
」
と
述
べ
て
い
た
し
、
遡
れ
ば
前
年
十
月
十
九
日
の
「
郵
便
報
知
新
聞
」（
一

七
〇
号
）に
も
「
宗
門
一
切
人
民
の
自
由
信
崇
に
任
せ
ん
の
み
」
と
述
べ
る
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
た［
拙
稿
「
成
島
柳
北
の〈
宗
教
〉観
―
明

治
七
年
の
新
聞
か
ら
読
み
解
く

―
」『
神
道
宗
教
』
第
二
六
七
・
二
六
八
号
、
神
道
宗
教
学
会
、
二
〇
二
二
年
、
四
〇
、
四
九
頁
］。

（
28
）　

高
木
は
岐
阜
県
の
南
宮
神
社
の
権
宮
司
を
務
め
た
神
官
で
、
明
治
三
年
十
月
に
平
田
家
に
入
門
し
て
い
る
。
教
導
職
と
し
て
も
権
少
教
正
に

ま
で
な
り
、
布
教
に
は
相
当
尽
力
し
た
ら
し
い
。
著
書
『
神
葬
私
考
』（
明
治
四
年
）は
「
神
葬
の
事（
か
む
は
ふ
り
の
わ
ざ
）」
を
歴
史
的
に
概

説
し
た
も
の
で
あ
る
［
阪
本
是
丸
「
近
代
の
神
葬
祭
の
歴
史
と
墓
地
の
問
題
」
小
野
和
輝
監
修
・
禮
典
研
究
會
編
『
神
葬
祭
総
合
大
事
典
』
雄

山
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
八
頁
］。

（
29
）　

中
野
目
徹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
明
六
社
の
「
書
記
」
を
務
め
た
世
良
太
一
が
後
年
関
わ
っ
て
い
た
『
統
計
学
雑
誌
』
第
三
六
三
号（
一

九
一
六
年
）の
記
事
「
明
六
社
」
に
、「
該
社
の
記
録
に
よ
れ
ば
明
治
六
年
十
一
月
十
六
日
の
初
会
に
集
会
せ
し
は
森
有
礼
、
津
田
真
道
、
西
周
、

加
藤
弘
之
、
福
沢
諭
吉
、
箕
作
秋
坪
、
箕
作
麟
祥
、
中
村
正
直
、
西
村
茂
樹
、
杉
亨
二
、
世
良
太
一
の
諸
君
」
と
あ
る
か
ら
、
大
正
期
ま
で
明

六
社
の
記
録
が
残
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
明
六
社
と
し
て
の
は
じ
め
て
の
会
合
は
明
治
六
年
十
一
月
十
六
日
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

な
お
、
加
藤
の
「
日
記
」
に
お
け
る
「
明
六
社
」
の
初
見
は
翌
明
治
七
年
二
月
十
六
日
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
史
料
か
ら
察
す
る
に
、
発
会
以

後
は
ほ
ぼ
月
二
回（
一
日
と
十
六
日
）の
会
合
を
開
き
な
が
ら
、
同
月
に
至
っ
て
社
則
で
あ
る
「
明
六
社
制
規
」（
三
月
刊
行
）を
定
め
、
明
六
社

と
し
て
正
式
に
発
足
す
る
運
び
と
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
間
に
発
行
さ
れ
た
主
要
な
新
聞
す
べ
て
に
目
を
と
お
し
た
結
果
、
明
六
社
あ
る
い
は
設
立
準
備
の
た
め
の
会
合
に
関
す
る

記
事
は
一
つ
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
明
六
社
と
い
う
名
称
が
は
じ
め
て
新
聞
紙
上
に
現
わ
れ
人
目
に
触
れ
た
の
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
明

治
七
年
三
月
九
日
付
『
郵
便
報
知
新
聞
』
告
知
欄
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
明
六
雑
誌
』
の
発
刊
予
告
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
六
社
の
設
立

は
『
明
六
雑
誌
』
の
創
刊
に
よ
っ
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
も
の
で
、「
都
下
の
名
家
」
が
定
期
的
に
会
合
し
て
い
る
だ
け
で
は
世
間
の
耳
目

を
惹
か
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
明
六
雑
誌
』
の
刊
行
が
、
明
六
社
の
「
社
」
と
し
て
の
実
質
的
な
誕
生
を
画
す

る
も
の
で
あ
っ
た
」［
山
室
信
一
・
中
野
目
徹
校
注
『
明
六
雑
誌（
上
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
四
三
八
―
四
三
九
頁
］。

（
30
）　

拙
稿
「
成
島
柳
北
の〈
宗
教
〉観
―
明
治
七
年
の
新
聞
か
ら
読
み
解
く

―
」『
神
道
宗
教
』
第
二
六
七
・
二
六
八
号
、
神
道
宗
教
学
会
、
二
〇
二



120明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 60号〕令和 5年 11月

二
年
、
三
八
―
四
〇
頁
。

（
31
）　

な
お
、「
教
」
に
つ
い
て
、
津
田
左
右
吉
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「「
教
」
を
説
く
こ
と
が
ば
あ
ひ
に
よ
つ
て
ま
ち
〳
〵
に
な
つ
て

ゐ
る
の
は
、
或
は
道
徳
的
意
義
を
強
調
せ
ん
と
し
、
或
は
い
く
ら
か
の
宗
教
的
意
義
を
含
ん
で
ゐ
る
神
な
が
ら
の
道
を
張
揚
せ
ん
と
し
、
ま
た

或
は
政
治
的
要
求
を
表
面
に
立
て
よ
う
と
す
る
や
う
に
、
い
ろ
〳
〵
の
思
想
傾
向
が
政
府
者
の
間
に
あ
つ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
し
、
思
想
の
違

ふ
事
務
官
や
献
策
者
の
種
々
の
意
見
が
混
合
し
て
文
書
に
現
は
れ
て
ゐ
る
故
で
も
あ
ら
う
し
、
根
本
的
に
は
政
と
い
ひ
祭
と
い
ひ
教
と
い
ふ
概

念
が
明
か
に
な
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
」［
津
田
左
右
吉
「
維
新
政
府
の
宣
伝
政
策
」『
津
田
左
右
吉
全
集　

第
八
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
四
年
、
三
一
六
頁
］。

（
32
）　

例
え
ば
、
小
原
克
博
『
宗
教
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
日
本
社
会
と
一
神
教
世
界
の
邂
逅

―
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
山
口
輝
臣
『
明

治
国
家
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
三
二
九
―
三
三
〇
頁
）
に
よ
っ
て
「
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
主
と

し
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
の
論
争
を
通
じ
て
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
」［
二
五
頁
］
と
述
べ
る
。
ま
た
、
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説

と
そ
の
系
譜
―
宗
教
・
国
家
・
神
道
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
三
八
―
四
一
頁
）
に
よ
っ
て
「
こ
う
し
た
〔
＝
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
を
前
提

と
し
た
〕宗
教
理
解
は
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
知
識
人
層
に
も
広
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
好
む
好
ま
ず
に
か
か
わ
ら
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
を
宗
教
理
解
の
基
準
に
し
た
結
果
、
神
道
や
儒
教
や
民
俗
宗
教
が
「
宗
教
」
の
外
に
置
か
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
」［
二

四
頁
。〔
＝　

〕は
引
用
者
に
よ
る
］と
述
べ
る
。

　

た
し
か
に
、
明
治
七
年
の
新
聞
紙
上
に
お
い
て
、religion

概
念
・
キ
リ
ス
ト
教
を
基
準
と
し
て
神
道
や
儒
教
や
民
俗
宗
教
を
「
宗
教
」
の

外
に
置
く
論
説
を
見
る
こ
と
は
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
、
イ
ス
ラ
ム
の
み
を
「
宗
教
」
と
す
る
論
説
に
は
、「
宗
旨
」

観
に
も
と
づ
く
も
の
も
ま
た
珍
し
く
な
い
。
こ
の
時
期
の
言
論
空
間
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、religion

概
念
と
は
異
質
の
「
宗
旨
」
観

の
影
響
・
作
用
へ
の
注
意
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
33
）　

前
掲
『
明
治
七
年
の
大
論
争
』
一
一
〇
頁
。
色
川
大
吉
・
我
部
政
男
監
修
、
牧
原
憲
夫
編
『
明
治
建
白
書
集
成　

第
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
一

九
八
六
年
、
四
〇
七
―
四
一
三
頁
。

（
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
付
属
研
究
所
研
究
員
）


